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◆チケット販売所　ありえコレジヨホール
　販売時間／9：00～20：00　☎050（3381）5047
◆チケット販売所　ありえコレジヨホール
　販売時間／9：00～20：00　☎050（3381）5047

●主催：南島原市／南島原市教育委員会　●後援：南島原市文化協会
●企画・制作：劇団スイセイ・ミュージカル
問教育委員会 生涯学習課　☎050（3381）5082

◆チケット発売日　５月10日日～ ９：00より前売開始
　全席指定／一般…3,000円　高校生以下…1,500円
※チケットの購入は１回の購入につき、お一人様４枚まで。
※未就学児入場不可
※都合により出演者・内容等が変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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ありえコレジヨホール
7月4日土 開場／17：30

開演／18：00
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◎納期限は、毎月15日から月末日までとなっていますが、月末が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその翌平日になります。
※ただし、12月は25日㈮までです。
◎市税は、市役所または、お近くの金融機関やコンビニエンスストアなどで、納期内に納めましょう。
◎口座振替をお申込みの場合は、納期限日に引き落としされます。
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市内各金融機関に備えてある「南島原市口座振替依頼書」で手続きができます【手続きには通帳と届出印が必要です】。
●取扱金融機関 ：㈱十八銀行・島原雲仙農業協同組合・㈱長崎銀行・㈱親和銀行・九州労働金庫・㈱ゆうちょ銀行
　　　　　　　　　 口座振替で納付の人は、各納期に前もって預金残高の確認をお願いします 　　　　　　　　　

　自動車税・軽自動車税は、お近くの金融機関やコンビ
ニエンスストアなどで納期内に納めましょう。

問自動車税のことは……県央振興局 税務部
　☎０９５７（２２）０５０８
　軽自動車税のことは…南島原市役所 税務課
　☎０５０（３３８１）５０２３

国民健康保険税
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平成27年度  納税カレンダー（保存版）
問 税 務 課　☎０５０（３３８１）５０２３

自動車税・軽自動車税の
納期限は６月１日㈪です　身体などに障害がある人のために使用する軽自動車

などで、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動
車税が減免されます。また、社会福祉法人が所有する
車で、もっぱら本来の事業に利用する軽自動車なども
申請により減免されます。

●受付期間　5月15日㈮～5月29日㈮
※障害の程度により減免の対象とならない場合があります。
※減免申請は毎年度必要となります。

軽自動車税の減免申請を

市税の納付は 三拍子そろった口座振替で!!便利・ ・安心 確実

軽 自 動 車 税
納税証明書の
発行について

　口座振替を利用して納税をしていて、６月上旬までに車検のために「納税証明書」が必
要な人は、引き落としが記帳された通帳を窓口まで持参してください。
　なお、代理人などにより記帳された通帳の持参ができない場合は、金融機関へ引き落と
しを確認する必要があるため、手続きに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
　口座引落しを利用している人の「納税証明書」は、６月下旬に発送します。

南島原市消防団
団員募集中

　現在、市消防団では、51分団1,286人（H27.4.1
現在）の団員が活動しています。消防団は、ほかに仕
事を持つ傍ら「自分達のまちは自分達で守る」とい
う意思のもと、火災や風水害が発生した際には、い
ち早く駆けつけ消防活動を行っています。また、平
素から消火訓練、火災予防の周知や災害危険個所の
点検などを行い、火災などの災害が発生しないよう
地域の人に対して防災意識の啓発を行っています。

●主な活動内容…防火防災の啓発活動、有事の際の避難誘導、応急手当普及啓発
活動など。その他、全国規模で実施されている女性消防団によるポンプ操法大
会に積極的に参加していきます。　
●入団要件…市内に居住または勤務する、18歳以上の女性
●第１回締切…６月19日㈮
も総務課 または 各支所

女性消防団員も
募集します

　市消防団では、女性の力を活用するため、４月から女性消防団を設立し
ました。そこで、地域の安全を守る活動を行う「女性団員」を募集します。
応急手当や消火の方法など防災知識を身に付けたい人、子供たちへ防災啓
発を行いたい人など、地域の安全・安心を守る活動に参加してみませんか。

問 総務課 ☎０５０（３３８１）５０２０

「自分達のまちは、
　　　　自分達で守る」


